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空き家は、放置すると劣化

近隣にも迷惑をかけ 

対応が遅れると、さら

困らないためには、

いずれ空き家を持 

使う予定がある空

使う予定のない空

本書を開いて、今すぐに、

本書は、空き家で困らないため

空き家 で困
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できることをやりましょう。

空き家は、放置すると劣化

近隣にも迷惑をかけ 

対応が遅れると、さら

困らないためには、

いずれ空き家を持 

使う予定がある空

使う予定のない空

空き家 で困

し、資産価値が下がります。

 、税金も上がります。

に問題が悪化します。

すぐに対応すること。

つなら、備えを。  

き家は、管理を。

き家は、処分を。

らないために

の知識や方法を紹介しています。
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あなたの状況・お考え あなたに読んでほしいページ

・空き家なんて自分には関係

　ない。

・空き家になっても何も問題は

　ない。

→Ⅰ．空き家を知ろう。･・1ページ

空き家とは？空き家の何が問題か？

空き家を巡る最近のあれこれ。

→Ⅱ．備えよう。・・19ページ

空き家を所有しても困らないため、

すぐにでもしたい備えあれこれ。

→Ⅲ．管理しよう。・・35ページ

きちんと管理していれば大丈夫。

管理の方法あれこれ。

→Ⅳ．手放そう。・・45ページ

使わない空き家は持っていても無駄。

売却や解体のための方法あれこれ。

→Ⅴ．頼ろう。・・51ページ

頼れる専門家、行政など相談窓口

あれこれ。

・いずれ実家を相続するけど、

　まだ対応の予定はない。

・空き家はあるが、おそらく

　今後も使わないだろう。

・相続した実家にいずれ帰る

　予定だ。

・空き家をどうしたらよいか

　まだ迷っている。

  
・空き家をどうしたらいいか

　相談したい。

・専門的なアドバイスが欲しい。 

本書の読み方

あなたに読んで欲しいページはここ！
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中古住宅市場

空き家で困らないためのフローチャート 

→Ⅰ．空き家を知ろう　
　（１ページ）

→Ⅲ．管理しよう
　　　　　（35ページ）

→Ⅴ．頼ろう （51ページ）

→Ⅳ．手放そう
（45ページ）

→Ⅱ．備えよう
（19ページ）

迷ったら、困ったら

人が居住する住宅

空き家

管理 or 賃貸 売却 or 解体

いずれ空き家に

なりそう

将来使う予定がある
まだ決まっていない

将来使う
予定がない
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